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小
・
中
学
校
通
学
区
域
緩
和
制
度
の
受
け

付
け
は
、　
月
　
日
に
締
め
切
り
ま
し
た
。

１０

１５

申
請
者
数
は
、
新
小
学
１
年
生
３
３
２
人
、

新
中
学
１
年
生
２
６
３
人
、
合
計
５
９
５
人

で
し
た
。
詳
し
い
結
果
は
左
表
の
と
お
り
で

す
。
　
集
計
の
結
果
、
町
田
第
一
小
学
校
・
金
井

小
学
校
・
七
国
山
小
学
校
・
金
井
中
学
校
・

木
曽
中
学
校
・
小
山
中
学
校
に
つ
い
て
は
、

申
請
者
数
が
受
入
枠
を
超
え
た
た
め
、
公
開

抽
選
を
実
施
し
ま
し
た
。

※
「
就
学
通
知
書
（
小
学
校
）」、「
入
学
通
知

書
（
中
学
校
）」
は
、
２
０
１
４
年
１
月
下

旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

※
国
・
都
・
私
立
の
小
・
中
学
校
へ
入
学
す

る
場
合
、
教
育
委
員
会
提
出
用
書
類
（
入
学

承
諾
書
等
）
を
入
学
す
る
学
校
か
ら
受
け
取

り
、
原
本
を
学
務
課
（
郵
送
可
、
〒
　
―
８

１９４

５
２
０
、
森
野
２
―
２
―
　
）、
ま
た
は
各

２２

市
民
セ
ン
タ
ー
へ
提
出
し
て
下
さ
い
。

問
学
務
課
辺
７
２
４
・
２
１
７
６
返
０
５
０

・
３
１
６
１
・
７
９
９
６

２０１４年度入学

希望申請受付の結果希望申請受付の結果小・中学校通学区域緩和制度小・中学校通学区域緩和制度
11
月
26
日（
火
）〜
28
日（
木
）

コ
ン
ビ
ニ
証
明
書
自
動
交
付

　
　
　
サ
ー
ビ
ス
を
一
時
停
止

コ
ン
ビ
ニ
証
明
書
自
動
交
付

　
　
　
サ
ー
ビ
ス
を
一
時
停
止

　
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た

め
　
月
　
日
（
火
）
～
　
日
（
木
）

１１

２６

２８

は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

（
セ
ブ
ン
倆
イ
レ
ブ
ン
）
で
の
証

明
書
自
動
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
終
日

停
止
し
ま
す
。

　
サ
ー
ビ
ス
停
止
中
は
、
住
民
票

の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明
書
を
取

得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
期

間
中
に
取
得
を
希
望
す
る
方
は
、

市
民
課
（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）、

各
市
民
セ
ン
タ
ー
、
町
田
・
南
町

田
・
鶴
川
の
各
駅
前
連
絡
所
を
ご

利
用
下
さ
い
。

　
皆
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
市
民
課
辺
７
２
４
・
２
１
２
３

返
０
５
０
・
３
０
８
５
・
６
２
６

２

 　
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
復
興
事

業
の
う
ち
、
防
災
事
業
に
つ
い
て

の
財
源
を
緊
急
に
確
保
す
る
た
め

に
制
定
さ
れ
た
地
方
税
の
臨
時
特

例
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
２

０
１
４
年
度
か
ら
　
年
間
、
個
人

１０

市
民
税
の
均
等
割
額
が
３
０
０
０

円
か
ら
３
５
０
０
円
に
、
都
民
税

の
均
等
割
額
が
１
０
０
０
円
か
ら

１
５
０
０
円
に
な
り
ま
す
。

 　
公
的
年
金
等
に
係
る
扶
養
親
族

等
申
告
書
に
、
寡
婦
（
寡
夫
）
控

除
に
関
す
る
事
項
が
追
加
さ
れ
、

こ
の
申
告
書
で
寡
婦
（
寡
夫
）
控

除
を
受
け
る
申
告
を
し
た
場
合

は
、
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
を
受
け

個
人
住
民
税
均
等
割
額
の
変
更

寡
婦（
寡
夫
）控
除
申
告

手
続
き
の
簡
素
化

る
た
め
の
市
民
税
・
都
民
税
申
告

書
の
提
出
は
不
要
と
な
り
ま
す
。

 　
地
方
公
共
団
体
に
「
ふ
る
さ
と

寄
附
」
を
行
っ
た
場
合
、
寄
附
金

か
ら
２
０
０
０
円
を
引
い
た
金
額

を
対
象
と
し
て
、
個
人
住
民
税
の

税
額
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
２
０
１
３
年
か
ら
　
年
間
、
復

２５

興
特
別
所
得
税
（
所
得
税
額
の
２

・
１
％
）
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
住
民
税
に
お
け
る
特
例
控

除
の
割
合
が
調
整
さ
れ
ま
す
。

 　
給
与
収
入
の
金
額
が
年
額
１
５

０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
の
給
与

所
得
控
除
に
つ
い
て
、
２
４
５
万

円
の
上
限
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

ふ
る
さ
と
寄
附
金
の

税
額
控
除
の
改
正

給
与
所
得
控
除
の
上
限
設
定

 　
２
０
１
４
年
度
か
ら
住
宅
用
地

と
特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定

資
産
税
の
据
置
特
例
措
置
が
廃
止

さ
れ
ま
す
。

土
地
に
お
け
る
税
負
担
の

据
置
特
例
措
置
の
廃
止

　
据
置
特
例
措
置
と
は
、
当
該
年

度
の
固
定
資
産
税
課
税
標
準
額
を

前
年
度
の
課
税
標
準
額
に
据
え
置

く
こ
と
で
、
２
０
１
３
年
度
は
負

担
水
準
率
　
％
以
上
１
０
０
％
未

９０

満
の
住
宅
用
地
等
に
適
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　
廃
止
に
伴
い
、
住
宅
用
地
等
の

税
負
担
は
、
負
担
水
準
（
図
１
参

照
）
が
１
０
０
％
未
満
の
場
合

「
評
価
額
に
課
税
標
準
特
例
率

（
表
１
参
照
）
を
乗
じ
た
額
の
５

％
に
相
当
す
る
額
」
を
前
年
度
課

税
標
準
額
に
加
算
し
た
額
が
、
２

０
１
４
年
度
の
課
税
標
準
額
と
な

り
ま
す
（
表
２
参
照
）。

　
同
時
に
、
都
市
計
画
税
に
つ
い

て
も
同
様
な
改
正
が
行
わ
れ
ま

す
。

市
税
の

　
お
知
ら
せ

市
民
税
の
税
制
改
正

問
市
民
税
課
辺
７
２
４
・
２
１
１
４
、２
１
１
７
返
０
５
０
・
３
０
８
５
・
６
０
８
４

固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
の
税
制
改
正

問
資
産
税
課
辺
７
２
４
・
２
１
１
６
返
０
５
０
・
３
０
８
５
・
６
０
９
４
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「町田市立小学校通学区域緩和制度」
申請者数一覧表

緩和制度・
他校申請者数

緩和制度
申請者数受入枠小学校名

２２４１０町田第一
４６５町田第二
１１１５１５町田第三
１１１３２０町田第四
７１９３５町田第五
１６０３５町田第六
２２１０５南大谷
１４１４３５藤の台
１７２３５本町田東
１３３２０本町田
８１３５南第一
８５３５南第二
９２３５南第三
７９３５南第四
１１１３５つくし野
７６３５小川
４１９１５成瀬台
０４１０鶴間
８３１０高ヶ坂
２７４３５成瀬中央
０２３３５南成瀬
７００南つくし野
１２００鶴川第一
３１８３５鶴川第二
２１１０３５鶴川第三
９１５鶴川第四
５１８５金井
２５３５大蔵
０３５三輪
８８３５忠生
６００小山田
１８１０３５忠生第三
４３１０山崎
１７３５小山田南
８１０２０木曽境川
２１６１０七国山
９１１３５図師
２００小山
０１７３５小山ヶ丘
１００小山中央
１６２３５相原
２０３５大戸
３３２３３２小学校合計

「町田市立中学校通学区域緩和制度」
申請者数一覧表

緩和制度・
他校申請者数

緩和制度
申請者数受入枠中学校名

１００町田第一
１０１３３５町田第二
３３００町田第三
２２８１０南大谷
１１２１３５南
１４００つくし野
１５１７３５成瀬台
２３２４３５南成瀬
１４００鶴川
１００鶴川第二
２４８３５薬師
００３５真光寺
７５１１０金井
２４１３３５忠生
６５３５山崎
１４６３０木曽
３０４３５小山田
９４２２５小山
１７４３５堺
１７３５武蔵岡
２６３２６３中学校合計

表１　課税標準特例の概要
課税標準の特例率

区　　分
都市計画税固定資産税

評価額の１／３評価額の１／６
小規模住宅用地（一
戸につき２００㎡以下
の土地）

評価額の２／３評価額の１／３

一般住宅用地（一戸
につき２００㎡を超え
住宅の床面積の１０倍
以下の土地）

評価額の２／３評価額の１／３特定市街化区域農地

表２　固定資産税課税標準額　
２０１４年度　固定資産税　課税標準額負担水準

評価額×特例率＝本則課税標準額　　　　１００％以上
前年度課税標準額＋評価額×特例率×５％
※１１００％未満

据置特例措置（住宅用地・特定市街化区域農地）は、２０１４年
度以降廃止になります。２０１３年度の「負担水準が９０％以
上１００％未満」については、前年度の課税標準額が据え
置かれていました。
※１　２０１４年度の課税標準額が本則課税標準額の２０％を
下回っている場合は、その２０％相当額が２０１４年度の課税
標準額になります。

前年度課税標準額
負担水準＝

当該年度の評価額×特例率

※この負担水準の率は、２０１３（平成２５）年度納税
通知書の３枚目に表示されています。

このＱＲコードを
読み取って、ご利
用下さい

納付は便利な

をご利用下さい
モバイルレジモバイルレジ

図1　負担水準の求め方




